
 

事業名 地域廃棄物対策支援事業 

事業内容 

（目的・概要） 

 廃棄物の不法投棄対策・事業系一般廃棄物削減対策・災害廃棄物処理計画

の策定及び産業廃棄物最終処分場周辺環境調査を支援することにより、地域

レベルでの取組を促進し、全県的に不法投棄をさせない社会環境づくりや災

害発生時の適正な廃棄物処理体制の構築を図るとともに廃棄物の適正処理及

び３Ｒを推進する。 

事業主体 市町、一部事務組合 

採択要件 

□不法投棄防止対策事業 
・住民団体・民間警備会社等への監視委託、監視機器の設置、車両進入防止柵の設

置等 

・講習会の開催、広報活動の実施、不法投棄防止大会の開催等 

・不法投棄された廃棄物の撤去・処理、回収困難場所の作業委託等（住民等が参加

する普及啓発活動に伴うものに限る。） 

□不法投棄廃棄物等の撤去処分事業 
・不法投棄された廃棄物の撤去・処分等（撤去後、当該地において不法投棄の未然

防止対策を行うものに限る。） 

・廃屋など廃棄物に類似するものの解体・撤去・処分等（市町のまちづくりに関す

る計画により対策が必要なものに限る。） 

□事業系一般廃棄物削減対策事業 
・事業系一般廃棄物の展開検査（組成分析）、排出事業者の意識調査、排出実態調査

等 

・排出事業者への分別・リサイクル・排出抑制等に係る情報提供、分別・リサイク

ル・適正排出等のガイドライン作成等 
・食べきり店の募集・登録、広報、事業者等と連携した食品ロスの削減対策等 

□災害廃棄物処理計画策定事業 
・災害廃棄物処理計画の策定及び推進を図ることを目的に実施するもの 

□産業廃棄物最終処分場周辺環境調査支援事業 
・地元住民からの要望に基づき、又は、地元住民の安全・安心確保を目的に実施す

る産業廃棄物処分場及びその周辺地域での環境調査 

補助率、融資

額、その他の財

源措置の内容 

・補助率：不法投棄防止対策事業 ２／３ 

上記以外の事業    １／２ 

・補助金の算出（不法投棄防止対策事業のみ） 
補助金の額は、補助基本額と補助対象経費の合計額のいずれか少ない方の額に、

補助率（2/3）を乗じて算出する。 

市町区分 補助基本額（千円） 

廃棄物処理法政令市 

広島市 45,000  

呉市 18,000  

福山市 18,000  

その他市町 15,000  
 
・財源：広島県産業廃棄物抑制基金（広島県産業廃棄物埋立税から積立）  

制度創設年度 平成 15年度 

関係省庁名   



 

最近の実績 

 

年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

実施団体 
23市町、 

１事務組合 

23市町、 

１事務組合 

23市町、 

１事務組合 

23市町、 

１事務組合 

23市町、 

１事務組合 

補助金額 

（千円） 
93,691  92,033  95,688  107,565  102,134  

 

問合せ先 
環境県民局循環型社会課 

Tel 082(513)2951 e-mail kanjunkan@pref.hiroshima.lg.jp 

 


